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１ はじめに 

 

当金庫は，大船渡市農業協同組合（以下，「当組合」という。）が被災地域の

農業者に対する信用供与の円滑化と，被災者支援・被災地域の復興を担う重要

な農業協同組合であるという認識の下，被災者等への円滑な資金供給機能を果

たしていくために，農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業

の再編及び強化に関する法律を活用することにより，当組合の財務基盤の健全

性を確保いたしました。 

 当金庫としましては，当組合がこれまで以上に地域の農業者への円滑な資金

提供や充実した金融サービスの実施を図るように，今後とも「信用事業強化指

導計画」に基づく指導および助言を実施するなど全面的な支援を行ってまいり

ます。 
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２ 信用事業強化計画を実施するために行う指導の進捗状況 

 

 （１）農業者に対する信用供与の円滑化その他の当組合が主として事業を行

っている地域における経済の活性化に資する方策への指導 

 

ａ  農業者等に対する信用供与の実施体制の整備への指導 

当組合では，復旧・復興に向けた動きに合わせ変化する被災者のニ

ーズに対して総合的な相談対応を行い適切なサポートを実施するため，

各支店への震災相談窓口担当者（総勢 15 名）の配置，信用渉外担当者

（37 名）による被災者を含む組合員・利用者等への訪問活動（平成 24

年３月から 10 月末までの間，延べ 121,656 戸（対象となる実組合員等

17,126 戸））の実施等，被災者支援のための体制を強化しております。 

特に，営農再開に向けては，本店営農部および営農センターに配置

している営農担当者９名が，営農相談会や地域座談会において農地の

除塩作業の指導を行うほか，被災農家経営再開支援事業や農地復旧事

業の利用推進，また農機・施設復旧のための各種補助金申請にかかる

相談対応など，農業再開に向けた支援を行っております。 

当金庫としましては，多岐に亘る被災者のニーズにお応えしていく

ためには，総合事業を行う当組合の特性を十分に活かす必要があると

の認識の下，被災者ニーズの一元的管理や，信用部署とその他部署間

の連携等，体制整備への指導を実施してまいりました。 

今後につきましても，農業再開・生活再建に向けた取組みが本格化

してくることから，引き続き，当組合との信用事業強化計画実績検討

会（以下，「月次実績検討会」という。）を通じ，農業再開の状況およ

び被災者からのニーズ把握に努め，岩手県内農協系統諸団体等と連携

のうえ，指導・支援を実施してまいります。 

 

   ｂ 農業者に対する信用供与の実施状況を検証するための体制への指導 

当組合では，既往債務者対策，農業者向け融資および震災の復興支

援を積極的に推進するため，組合長以下全常勤理事，常勤監事，参事，

および本店の各室部長が参画する支店長会議（月次開催）にて，震災

の影響を受けている既往債務者，農業者への復興支援施策（制度資金，

支援事業等），被災者向け融資の進捗状況および計数実績等に対する管

理・指導を行っております。 

加えて，当組合の理事会において，四半期ごとに信用事業強化計画

の取組状況の報告を受け，計画の進捗状況を管理・検証するとともに，
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復興状況に応じた当組合の地域における信用供与の対応状況および地

域の復興状況に合わせた当組合の施策を検討しております。 

当金庫としましては，当組合が農業者等に対する信用供与の円滑化

と地域経済の活性化に資する方策を効果的に実施するため，方策の具

体化，担当部署の明確化，スケジュール管理を指導するとともに，当

組合が管理様式を策定のうえ，月次実績検討会において進捗管理を行

うように指導し，当金庫も県段階の農協系統諸団体とともに，平成 24

年３月から開催している月次実績検討会に参画しております。 

これまでの月次実績検討会においては，信用担当部署と営農担当部

署の連携強化に加え，被災した債務者の債権管理を十全に行い，信用

コストの圧縮に努めるよう指導しております。 

引き続き，月次実績検討会において明らかになる課題，要望等を踏

まえ，当組合へのサポートに取り組んでまいります。 

 

ｃ  被災者への信用供与の状況 

（ａ）被災者に対する条件変更等の対応への指導 

当組合では，震災の影響を受けている農業者，事業者，住宅ローン

利用者等を対象に，最長 3年間の元金据置きや最終期限の延長を主と

した特例措置を定め，震災以降，平成 23 年９月末までの間に，601 件，

42 億 67 百万円の既存融資の返済猶予申請を受け付けました。このう

ち，平成 24 年３月から 10 月末までの間に 20 件，2 億 48 百万円につ

いて条件変更を致しました（震災以降の累計：138 件，23 億 55 百万

円）。 

このほか、平成 24 年 10 月末時点で条件変更の相談継続中である 92

件、9億 35 百万円を対象に、被災者の状況に応じた個別対応を進めて

おります。 

また，個人版私的整理ガイドラインについては，平成 24 年３月か

ら 11 月末までに相談件数３件，1 億 37 百万円を受け付けており，う

ち２件については債務整理に向け計画を策定しているところです。 

当金庫としましては，被災者が抱える二重債務問題に当組合が適切

に対応できるように，当組合を含めた県内沿岸３ＪＡを対象に，二重

債務対策メニューの説明会（平成 24 年８月）を開催しております。 

また，岩手県信用農業協同組合連合会（以下，「岩手県信農連」と

いう。）が，被災者への対応や体制整備にかかる指導を行い，二重債

務問題にかかる相談を受けた場合のＪＡ窓口担当者の整備を指導し

ております。 
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以上のように，被災者から二重債務問題に関する相談があった場合

に，当組合が円滑かつ適切に対応できるよう岩手県信農連と連携して

サポートを行っており，今後も，当組合における制度の活用実績等を

踏まえつつ，説明会等の実施を検討してまいります。 

なお，当金庫から（株）東日本大震災事業者再生支援機構，および

(社)個人版私的整理ガイドライン運営委員会岩手支部に１名ずつ出

向者を派遣し，被災者の負担軽減に向けたサポートに努めております。 

 

 （ｂ）新規資金需要の対応への指導 

当組合では，県，市，農業信用基金協会，岩手県信用保証協会，日

本政策金融公庫，住宅金融支援機構，岩手県農業協同組合中央会（以

下，「岩手県中央会」という。）や岩手県信農連等の関係機関と連携し，

低利・無利子資金等の提供を行っております。 

当金庫としましては，岩手県内農協系統諸団体と連携し，新規融資

にかかる利子補給を実施するとともに，県下統一ＰＲの企画・展開，

ＰＲ資材の提供をはじめ，以下のとおり被災者の負担軽減に努めてお

ります。 

 

ア 農業関連資金 

当組合では，事業再開にかかる資金や施設・設備の復旧にかかる

設備資金などの幅広いニーズに対応できる，無利子の「農業近代化

資金」での融資対応や，ＪＡバンク利子助成事業を活用した「ＪＡ

農業資金」で融資対応を行っております。 

また，東京電力福島原発事故による影響を受けている農業者に対

しては，岩手県とＪＡグループにより無利子化措置を図っている「Ｊ

Ａバンク東日本大震災対応緊急資金（原発事故）」の融資対応を行っ

ており，平成 24 年３月から 10 月末までの間に３件，11 百万円の農

業資金の融資を実行しております（震災以降の累計：４件，16 百万

円）。 

当金庫としましては，「ＪＡバンク東日本大震災対応緊急資金（原

発事故）」に対し，岩手県および岩手県内農協系統諸団体と連携して

利子補給を実施し，被災者の借入金利負担の軽減を図っております。 

また，岩手県信農連の主催にて，被災農業者への資金面でのサポ

ートを充実させるべく当組合信用・営農部署担当者向けの震災制度

資金等にかかる研修会（平成 24 年１月）を開催しております。当金

庫としましては，研修資料の提供等，開催のサポートを通じて，制
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度の活用を促進しております。 

 

イ 生活関連資金 

当組合では，住宅再建や補修等のニーズに対しては，被災者が返

済負担軽減のメリットを最大限享受できる，当初５年間無利子の住

宅金融支援機構の災害復興住宅融資制度を優先的に融資対応すると

ともに，住宅金融支援機構の上限額以上の資金ニーズ等に対しては，

ＪＡ住宅ローンやＪＡリフォームローンにて融資対応しております。 

また，ＪＡマイカーローンや，家財購入等多目的に使用できるＪ

Ａクローバローン等の融資対応を行っており，平成 24 年３月から

10 月末までの間に 222 件，7 億 1 百万円の生活関連資金の融資を実

行しております（震災以降の累計：479 件，14 億 7 百万円）。 

当金庫としましては，岩手県信農連と連携し，被災者等の住宅建

設，生活の再建を促進し，被災地域および被災者の復興を支援する

ため，平成 24 年４月から，被災者等が当組合から新たに借り入れる

ローン（住宅ローン，マイカーローン，教育ローン）に対して，当

組合に利子補給を行うことにより，更なる借入負担の軽減策を図っ

ております。  

 

（ｃ）その他 

当組合では，被災者の生活再建を支援するため，平成 24 年４月か

ら平成 25 年３月までの間について，店頭金利に 0.2％の金利を上乗せ

した復興定期貯金を取り扱うこととし，被災者の生活再建を支援する

こととしております。 

当金庫では，当組合の負担を軽減すべく，岩手県信農連を通じて上

乗せ金利相当額の助成を行うとともに，当組合が組合員・利用者への

周知を行う際のチラシ・ポスター等ＰＲ素材データの作成・提供等を

行っている同信農連の取り組みへの協力によって，復興定期貯金への

取組みをサポートしております。 

 

ｄ  早期の事業再生に資する方策への指導 

被災した農林水産業法人等は，農機・ハウス等の固定資産のみなら

ず，販路・雇用等へも被害が及んでおり，事業を軌道に戻すだけでも

相応の資金が必要となっている状況です。 

加えて，今後の復興過程において，個人農家や集落営農組織が法人

化するケースや，農林水産業法人等が被災を機に営農断念した農家の
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受け皿となり，農地を周辺から集積するケースが発生することが想定

されます。 

当金庫としましては，それらの状況を踏まえ，被災した農林水産業

法人や，被災地で新たに設立した農林水産業法人等に対して，柔軟に

資本を供与するため，総額 50 億円の復興ファンド（東北農林水産業

応援ファンド）を，平成 24 年２月に創設いたしました。 

創設後は，当金庫および岩手県信農連が当組合向けに商品説明を実

施するとともに，行政等関係機関に対しても情報提供を行っておりま

す。今後も引き続き，ファンドの活用による，被災した農業法人や，

被災農業者による新規設立法人に対する資本供与に関する情報提供を

行うとともに，当組合における経営改善計画の策定支援，経営分析の

実施等を通じて，農業者への早期事業再生の取組みを岩手県信農連と

連携しサポートしてまいります。 

また，当金庫では，農業者の営農再開等にかかる資金面での負担軽

減を図るべく，農機具等リース料の一部助成を平成 24 年７月より開始

いたしました。被災の程度が激しく，農地の復旧が進んでいないこと

等から，現状，ニーズは限定的な状況ではありますが，生産者への周

知活動等を通じて取組みを進めてまいります。 

 

ｅ  事業の承継に対する支援にかかる機能の強化のための方策への指導 

地域における農業，農地や農業者の生活基盤を維持していくうえで

は，担い手対策，相続対応を含む事業の円滑な承継が必要と認識して

おります。 

当組合では，引き続き，機能強化に向けた人材育成を図り，担い手

農家に定期的に訪問のうえ情報提供や相談対応を実施していく予定

です。 

また，岩手県信農連が，当組合に対して営農部署と信用部署の連携

強化や実績管理等に関する指導を行っているほか，制度資金の取り扱

いにかかる研修会（平成 24 年９月）を開催しております。 

当金庫としましては，今後も県段階の農協系統諸団体と連携し，担

い手への訪問にかかる企画や，進捗管理等のサポートを実施してまい

ります。 

 

 （２）財務内容の健全性および事業の健全かつ適切な運営の確保のための方

策への指導 

当金庫では，当組合に対するＪＡバンク基本方針に基づくオフサイト
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のモニタリング（月次・半期・年次）および定期的な進捗管理を通じ，

市場・信用リスクの状況確認するほか，ストレステストを実施する等に

より，財務内容の健全性が保たれていることを確認しております。 

 

 （３）被災債権の管理および回収に関する指導 

    当金庫では，当組合が実施する被災債権の管理および回収につきまし

て，以下のとおり指導・サポートを実施しております。 

 

   ａ 被災債権の状況把握 

    当組合では，平成 23 年８月末時点で震災の影響を少なからず受けて

いると想定された貸出先のうち，その後全額返済された貸出先や返済

に懸念がないと想定される以外の貸出先については，個別に対応方針

を策定し，理事会において方針を決定するとともに，関係部署との情

報共有を図り，被災債権の管理・状況把握に努めております。 

当金庫では，平成 24 年 3 月から開催されている月次実績検討会等に

おいて，個別貸出先の状況に応じた対処方針策定や経営改善計画の作

成・見直し支援等を含めた信用事業強化計画の取組状況の把握ととも

に，被災債権の管理および回収状況の把握を行っております。 

 

   ｂ 被災者ニーズを踏まえた支援方策への指導 

当組合では，被災地域の現状と被災者の復興ニーズが多岐にわたる

状況を踏まえ，被災者からの声に丁寧に耳を傾け，被災状況，事業再

生に向けた意向，経営課題，ニーズの把握を的確に行ったうえで，被

災者の状況に応じた最適な支援策を提案・実施していくこととしてお

ります。 

当金庫では，被災者の状況に応じた必要かつ十分な対応が継続的に

なされるよう，月次実績検討会等において，当組合が取り組んでいる

大口先を中心とした経営改善計画の作成・見直し支援や，私的整理ガ

イドライン対応等に関する指導・助言を行うこととあわせ，営農再開・

生活再建に向けた相談機能の発揮等に向けた取組状況の把握を行って

おります。 

 

３ 指導体制の強化の進捗状況 

 

  当金庫は，震災発生以降の復旧・復興支援のため，地震発生直後に災害対

策本部を設置し，各県に被災状況やシステムの稼働状況の確認を行いながら，
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金融面での緊急対応や被災地への人的派遣等の必要な対策を講じました。一

方で，復興に向けた対応策を検討するため，当金庫内に部横断的なプロジェ

クトを立ち上げ，全国農業協同組合中央会，全国農業協同組合連合会および

全国共済農業協同組合連合会等の他全国連とも連携をとりながら，対応策を

検討してまいりました。 

また,平成 23 年度から２年間の「中期経営計画」を策定し，同計画におい

て復興支援を最重要課題と位置付けました。これに本支店一体となって取り

組んでいくため，平成 23 年６月 24 日付で理事長を本部長とする復興対策本

部会議を新たに設置するとともに，復興対策担当理事を配置いたしました。 

あわせて，本店ＪＡバンク統括部内に「復興対策部」を新設し，行政機関

や全国段階の農協系統諸団体と連携のうえ被災農漁協等に対する経営支援策

の検討や利用者相談対応を行う体制を整備しております。 

また,当組合が所在する岩手県を担当する仙台支店盛岡推進室内に，岩手県

内農協系統諸団体との連携強化のため担当者を１名増員しており,岩手県や

県段階の農協系統諸団体とともに，震災からの復興に取り組んでおります。   

なお,岩手県内農協系統諸団体においては，岩手県信農連が「ＪＡバンク岩

手東日本大震災復興対策会議」を設置しているほか，岩手県中央会，岩手県

信農連，岩手県厚生農業協同組合連合会，全国農業協同組合連合会岩手県本

部，全国共済農業協同組合連合会岩手県本部内で進捗管理部署を定め，当組

合における取組みをサポートしております。また岩手県中央会，岩手県信農

連から当組合に対し，平成 24年４月から，職員を 1名ずつ派遣しております。 

 

４ 経営指導のための施策の進捗状況 

 

（１） 信用事業強化計画の履行状況の管理 

当組合の信用事業強化計画の履行状況については，四半期に一度，岩

手県行政・岩手県内農協系統諸団体等も参画する岩手県ＪＡ経営課題検

討会（以下，「課題検討会」という。）において把握を行い，計画履行に

向けて必要な指導および助言を行うこととしております。 

また，課題検討会を通じ把握した履行状況や当金庫等の指導状況につ

いては，半期に一度，弁護士・税理士等の有識者により構成される「第

三者委員会」に報告を行い，意見の聴取ならびに評価を受けることとし

ております。同委員会の意見・評価を踏まえ，当金庫経営管理委員会の

下に設置し，全国の信用農業協同組合連合会会長クラスにて構成されて

いる「ＪＡバンク中央本部委員会」に報告し，他県の農業協同組合等経

営者による意見も踏まえ，必要な指導および助言を行うこととしており
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ます。 

 当金庫では，平成 24 年 10 月に実施した課題検討会において，当組合

より信用事業強化計画の履行状況報告（平成 24 年８月末基準）の提出を

受けました。 

課題検討会を通じ把握した当組合の信用事業強化計画の履行状況は，

当金庫による本履行状況と合わせて，平成 24 年 11 月に実施した，弁護

士・税理士等の有識者により構成される「第三者委員会」にて報告を行

い，意見の聴取ならびに評価を受けております。 

更に，計画の履行状況については，同委員会の意見・評価を踏まえ，「Ｊ

Ａバンク中央本部委員会」に平成 24 年 11 月に報告した後に，主務大臣

へ報告いたしております。 

平成 24 年 11 月に開催された「第三者委員会」では，「農業者等への信

用供与や組合員・利用者への相談機能の発揮など，計画に掲げた取組み

に関しては，信用・営農部署間等の連携も進み，進捗管理の体制も機能

しており，着実に実施されている。」「被災債権管理に関しても，債務者

ごとの面談等を通じ，状況を適切に把握のうえ取り組まれている。相談

機能の十分な発揮や損失圧縮の観点から，引き続き，個別債務者の状況

に応じた対応を促進し，計画に沿った取組みを着実に進める必要があ

る。」との意見・評価を受け，月次実績検討会において当組合にフィード

バックを行いました。 

当金庫としましても，当組合が信用事業強化計画に掲げた施策につき

ましては，引き続き計画どおり実施されているものと認識しております。 

  

（２） モニタリング 

当金庫は，ＪＡバンク基本方針に基づき，月次・半期・年次のモニタ

リングを行っており，定期的な経営状況の把握に努めております。  

具体的には，有価証券評価損益額や延滞金残高の状況を月次でモニタ

リングし，市場・信用リスクの状況を検証するほか，貸借対照表，損益

計算書等の状況を半期・年次で分析し，ストレステストを実施しており

ますが，当組合の財務内容の健全性に引き続き問題ないことを確認して

おります。 

 

   ａ 月次モニタリング（オフサイト） 

     当金庫は，農協系統信用事業の共通システムを通じ，当組合のリス

クや資金運用状況を把握・点検するため，毎月，以下の項目について

モニタリングを行っております。 
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項   目 

① 有価証券残高 

② 有価証券評価損益額 

③ 貯証率 

④ 有価証券減損処理懸念額 

⑤ アウトライヤー比率（みなし補正値） 

⑥ ３か月以上延滞金残高 

⑦ 貯貸率（みなし補正値） 

⑧ 外部格付のある与信のデフォルトによる損失見込額 

⑨ ストレステスト後自己資本比率（みなし補正値） 

⑩ 総体的なリスク量対自己資本（みなし補正値） 

 

   ｂ 半期モニタリング（オフサイト） 

     当金庫は，経営状況を把握・点検するため，当組合から半期決算（平

成 24 年８月期）終了後に以下の報告を受け，モニタリングを行ってお

ります。 

    項   目 

① 上半期決算実績 

② 組織・事業量の概況（所定様式） 

③ 貸借対照表，損益計算書 

 

   ｃ 年次モニタリング（オフサイト） 

     当金庫は，経営状況を把握・点検するため，当組合から事業年度（平

成 24 年２月期）終了後に以下の報告を受け，モニタリングを行ってお

ります。 

    項   目 

① 業務報告書 

② 総（代）会資料（事業計画書を含む） 

③ ディスクロージャー誌 

④ 組織・事業量の概況（所定様式） 

⑤ 農協法等に定める経営健全性基準等の遵守状況 

⑥ 資産自己査定結果 

⑦ 貸出等信用供与の状況 

⑧ 余裕金運用の状況 

⑨ 自己資本比率の状況 
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⑩ 金利リスク等 

⑪ 貸借対照表，損益計算書 

⑫ 部門別損益の状況 

⑬ 連結決算の状況 

⑭ 会計関連資料（減損損失，繰延税金資産等） 

⑮ アウトライヤー基準該当に関する報告書 

 

   ｄ オンサイトモニタリング 

     上記オフサイトによるモニタリングの結果，ＪＡバンク基本方針に

定める基準に抵触した場合は，岩手県信農連および岩手県中央会と連

携し，当組合の財務状況等について，統一された視点でオンサイトに

よるモニタリングを行うこととしております。当組合においては，現

在のところ基準抵触はない状況です。 

 

   ｅ ＪＡ全国監査機構による監査との連携 

     信用事業を実施する農業協同組合は，全国農業協同組合中央会（Ｊ

Ａ全国監査機構）による監査を半期毎に受けることとされております

が，平成 24 年度においても 10 月に期中監査が実施され，引き続き，

重要な指摘事項がないことを確認しております。 

今後，監査結果等に改善すべき点があった場合には，当金庫が県段

階の農協系統諸団体等と連携して実施している当組合への指導・サポ

ートに，その監査結果等を活用してまいります。 

 

（３） 計画の履行を確保するために必要な措置 

当金庫は，当組合の経営状況や課題等を把握したうえで，信用事業強

化計画の達成に必要と判断される措置を実施いたしております。 

 

   ａ 人的支援の実施 

平成 23 年７月より，当組合が所在する岩手県を担当する仙台支店盛

岡推進室内に，岩手県内農協系統諸団体との連携強化のため担当者を

１名増員していることも含め，前述の指導体制を維持し，農協系統諸

団体が一丸となって当組合のマネジメント強化をサポートしておりま

す。 

 

   ｂ 震災相談部署への指導・サポート 

     当組合本店相談課からの震災にかかる相談等に対しては，岩手県信
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農連ＪＡバンク推進本部が一元的に窓口となり,貸出債権の管理・回収

の実務における課題の整理や二重債務問題にかかる指導・サポートを

行っております。 

当金庫としましては, 当組合に対して個人版私的整理ガイドライン

にかかる説明会を平成 23 年８月に開催したほか，当組合を含めた県内

沿岸３ＪＡを対象に，二重債務対策メニューの説明会を平成 24 年８月

に開催しております。 

また，(社)個人版私的整理ガイドライン運営委員会岩手支部および

（株）東日本大震災事業者再生支援機構への出向者ならびに岩手県信

農連や当組合と，適宜二重債務問題にかかる意見交換を行っておりま

す。 

今後につきましても，当組合からの日常的な相談等に対し，必要に

応じて，他ＪＡ事例の提供や外部専門家の機能も活用し，適切に指導・

サポートを行ってまいります。 

   

 ｃ 担い手金融リーダーへの指導・サポート 

     農業融資を推進する「担い手金融リーダー（注）」に対しては，岩手

県信農連と連携し，訪問活動にかかるマニュアルを配布のうえ，行動

目標の導入による進捗管理を行っているほか，県内ＪＡのＣＳ調査結

果を踏まえた農業融資の取組みにかかる改善策の検討などを行ってお

ります。 

また，同会内に設置されている「農業金融センター」が窓口となり，

担い手金融リーダーからの日常的な相談等に対応しているほか，担い

手金融リーダー間の情報交換やスキルアップをねらいとする「担い手

金融リーダー協議会」を平成 24 年６月に開催し，６次産業化や制度資

金の活用等について研修を行うなど，必要な指導・サポートを行って

おります。 

 

注；農業融資の実務面のリーダーとして，農業者に出向く活動を行い相

談機能を発揮すること等を目的に，当組合が信用部署に配置してい

る担当者 

 

ｄ 人材育成への支援 

  被災地域において農業者をはじめとする組合員・利用者からの相談

に的確に対応し，様々なニーズに対応できる十分な金融手法や各種事

業の知識をもった人材の育成をサポートするため，当金庫関係会社の
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（株）協同セミナーによる通信研修の提供を行っているほか，平成 24

年７月に岩手県信農連主催による農業融資推進等の研修会が開催され

ております。 

  また，岩手県信農連において，融資業務や実務能力にかかる職員の

対応力強化に向けて，平成 24 年 10 月末現在でトレーニーを２名受け

入れる等，専門的な能力発揮に向けた人材育成を支援しております。 

 

   ｅ ＡＬＭサポートの実施 

役員・幹部職員によるマネジメント強化に向け，岩手県信農連が当

組合に対して平成24年７月にＡＬＭシステムおよびリスク管理にかか

る研修会を開催しております。 

当金庫としましては，岩手県信農連と連携のうえ，前述のモニタリ

ング等を通じてＡＬＭの実施状況を確認する中で，当組合のＡＬＭ管

理態勢にかかる課題を把握し，金利リスクを含むリスク管理態勢の高

度化に向けた指導を引き続き行ってまいります。 

 

以  上 

   

 

 

 


